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 （目的） 

第１条 この要項は，岡山大学総務・企画部人事課グッドジョブセンター（以下「センター」

という。）に勤務する障がいを有する職員及び障がいを有する職員を支援する職員の就業

に関し必要な事項を定め，もって本学における障がい者雇用の促進を図ることを目的と

する。 

２ 次条に定める職員の任期，給与等については，国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規

則（平成１６年岡大規則第１２号。以下「非常勤職員就業規則」という。）第３８条及び

特別契約職員の就業に関する要項（平成１９年３月３０日学長裁定。以下「特別契約職員

就業要項」という。）第１５条の規定に基づき，この要項に定めるところによる。 

 （対象者） 

第２条 この要項の対象者は，センターに勤務する次の各号に定める非常勤職員及び特別

契約職員（以下「センター職員」という。）とする。 

 一 総括リーダー 

 二 サブリーダー 

三 主任支援員 

四 主任作業員 

五 支援員  

六 作業員 

七 作業補佐員 

八 その他の職種であって、障がいを有する者 



２ 前項第１号から第４号の職員は，原則として特別契約職員とし，第５号から第８号まで

の職員は，原則として非常勤職員とする。 

３ 第１項第８号の職員にあっては，業務の必要性に応じて非常勤職員又は特別契約職員

として雇用する。 

 （任期等） 

第３条 センター職員の任期は，原則として，各年度の範囲内とし，別に定める職種別の勤

務評価調書並びに評価基準に基づく審査・面談（以下「勤務評価」という。）を行った上

で，５年を限度として更新することができる。ただし，「５年を超える契約について」（平

成２８年１月２５日学長裁定）第１項第２号の規定に基づき，勤務成績が良好な者につい

ては，５年目の任期満了後，任期の定めのない雇用契約（以下「無期雇用契約」という。）

とすることができる。 

２ 前項ただし書きに定める無期雇用契約への転換に当たっては，勤務評価を行った上で，

転換の可否について判断するものとする。なお，年度中途の採用者にあっては，５回目の

契約更新の可否を判断する際に，無期雇用契約への転換の可否を判断するものとする。 

３ 第１項ただし書きの規定により無期雇用契約となった者の定年は，年齢６５年とする。 

 （給与） 

第４条 センター職員の給与は，非常勤職員就業規則，国立大学法人岡山大学契約職員就業 

規則（平成１６年岡大規則第１３号）等の規定にかかわらず，次の各号のとおりとする。 

一 総括リーダーの俸給は，国立大学法人岡山大学職員給与規則（平成１６年岡大規則第

１４号。以下「給与規則」という。）別表第１のイに定める一般職員俸給表（一）の職

務の級３級を準用するものとし，号俸は勤続年数により別表１のとおりとする。 

二 サブリーダーの俸給は，給与規則別表第１のイに定める一般職員俸給表（一）の職務

の級２級を準用するものとし，号俸は当該年度の年度末の年齢により別表２のとおり

とする。 

三 主任支援員の俸給は，給与規則別表第１のイに定める一般職員俸給表（一）の職務の

級１級を準用するものとし，号俸は別表３のとおりとする。 

四 主任作業員の俸給は、給与規則別表第 1 のロに定める一般職員俸給表（二）の職務の 

級 1 級を準用するものとし、号俸は勤続年数より別表４のとおりとする。 

五 支援員，作業員及び作業補佐員の基本給は，時間給とし，別表５のとおりとする。 

六 その他の職種であって，障がいを有する者の基本給は，当該職種に係る非常勤職員就

業規則又は特別契約職員就業要項による基本給を参考に，当該者の勤務態様を勘案し

て個別に定める。 

七 第１号から第６号までの規定によりがたい場合は，当該勤務者の勤務態様等を勘案

して個別に定めることができる。 

２ 前項第５号の職員の基本給の改定は，原則として，１回目及び２回目の契約更新時には

Ｂ単価に，３回目以降の契約更新時にはＣ単価にするものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず，当該職員の前年度の勤務状況，業務に対する適性・能力につ



いて，前条に定める勤務評価を行った上で，適当と認められる場合は，別の単価とするこ

とができるものとする。 

４ 第１項第５号の職員のうち，新規採用者に係る単価の設定は，原則としてＡ単価とす

る。 

５ 第１項第５号の職員であって，当該職種の間で昇任・降格となった場合の基本給は，単

価の低い職種から単価の高い職種への昇任の場合はＡ単価に，単価の高い職種から単価

の低い職種への降格の場合はＣ単価にするものとする。 

６ 年度中途での単価区分の変更は，原則として行わないものとする。 

 （勤務評価） 

第５条 センター職員の勤務評価は，職種の別又は有期雇用契約若しくは無期雇用契約の

別にかかわらず，毎年度，中間評価並びに最終評価を実施するものとする。 

２ 前項に定める勤務評価の実施時期は，原則として，中間評価については９月に，最終評

価については２月に実施するものとする。ただし，年度中途の採用等により，採用された

日から評価期間までの勤務期間が４ヶ月に満たない場合は，当該期間における勤務評価

を行わないことができるものとする。 

３ 第１項に定める中間評価において，勤務評価の結果が別に定める契約更新の基準を満

たさない者であって，然るべき勤務指導を行った上で，最終評価時に，なお勤務状況に改

善が見られない場合は，有期雇用契約の者にあっては契約を更新しない，また，無期雇用

契約のにあっては解雇するものとする。 

４ センター職員については，第１項に定める最終評価の結果に基づき，第２条第１項に定

める職種間で配置換えを行うことがある。 

 （勤務時間） 

第６条 センター職員のうち，短時間勤務職員として雇用する職員であって，障がいを有す

る者の勤務時間については，障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２

３号）による法定雇用障害者数の対象となる常用雇用者としてカウントするため，１週間

の勤務時間の上限を３０時間とする。 

２ 前項に定める者のほか，短時間勤務職員として雇用する支援員については，障がいを有

する職員とともに業務を行うというセンターの特性に鑑みて，前項の規定を準用して１

週間の勤務時間の上限を３０時間とする。 

 （リーダー手当） 

第７条 総括リーダー及びサブリーダーに，その職責に応じて，次の各号に掲げるとおり 

 リーダー手当を支給する。 

 一 総括リーダー 月額４０，０００円 

 二 サブリーダー  月額２０，０００円 

２ 休暇，休職等により，月の全日数にわたって勤務しない場合は，その月のリーダー手当

は支給しない。 

 



 （特殊勤務手当） 

第７条の２ センター職員のうち，第２条６号から第８号に掲げる職員が下表に掲げる業

務に従事した場合は，下表の支給基準により１ポイントを 100 円で換算した額を特殊勤

務手当として支給する。 

業務内容 支  給  基  準 ポイント数  

草刈機操作 

集塵機 

トリマー 

ブロアー 

除草剤散布  

作業補佐員並びに作業員が左記の業務に従事し

た場合３０分につき１ポイント（月末に集計。な

お，集計後３０分未満の部分は切り捨てとする。） １ 

（非常勤職員就業規則等の準用） 

第８条 センター職員の就業に関し，この要項に定めのない事項については，非常勤職員に

あっては非常勤職員就業規則の，特別契約職員にあっては特別契約職員就業要項の規定

によるものとする。 

附 則 

１ この要項は，平成２５年４月１日から施行する。 

２ 平成２５年３月３１日にグッドジョブ支援センターに雇用されている者であって，引

き続き平成２５年４月１日にグッドジョブ支援センターに雇用されるもの（以下「継続雇

用者」という。）の任期は，１年とし，平成３０年３月３１日まで更新することができる。

この場合において，当該者に係る第３条第１項ただし書きの規定による無期雇用契約へ

の転換は，平成３０年４月１日を始期とする雇用契約からとする。 

３ 継続雇用者のうち，支援員，作業員及び作業補佐員であって，平成２５年４月１日から

引き続き同一の職種に雇用されるものの平成２５年度の給与は，支援員にあっては別表

４のＡ区分を適用し，作業員及び作業補佐員にあっては，別表４の各区分のうち従前の定

めにより平成２５年度に受けるべきＡ区分からＣ区分までを適用する。 

 

   附 則 

 この要項は，平成２６年１月２１日から施行する。 

附 則 

 この要項は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要項は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要項は，平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要項は，平成２８年１１月２５日から施行し、平成２８年１０月１日から適用する。 

 



附 則 

 この要項は，平成２９年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この要項は，平成３０年２月１日から施行する。 

附 則 

 この要項は，平成３１年３月２９日から施行する。ただし，第４条第１項第４号及び第 

７条の規定は，平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要項は，令和元年１０月１日から施行する。ただし、第４条第４項の作業補佐員の 

 時間給単価は，１０月２日から適用する。 

附 則 

  この要項は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要項は，令和３年１０月１日から施行する。ただし、第４条第４項の作業補佐員の 

 時間給単価は，１０月２日から適用する。 

附 則 

 この要項は，令和４年４月１日から施行する。 


